
最近の主な特集

■ベネッセスタイルケア/ボンセジュール 小林仁社長「来期年間25～30
棟開設 半数を住宅型で」　■高齢者総合ケアセンターこぶし園 小山剛総
合施設長「”サポートセンター””特養入所者分散”」　■ソーシャルライフ
小林弘雄専務「高齢者住宅開設 積極化」　■湖山医療福祉グループ　
湖山泰成代表「開設前に予約で満室に 広島・島根のホームで」　■医療
法人創建会ウェルネス医療クリニック 多湖光宗院長「幼老統合ケア実
践」　■東建コーポレーション 左右田鑑穂社長「シニア関連事業推進」
■フランスベッド 池田茂社長「新ブランド発表」　■龍谷大学 池田省三
教授「在宅・施設二元論 脱却へ」　■社会福祉法人あかね 松本真希子
統括本部長「デイ事業強化」

■高齢者住宅・施設運営居室数ランキング350社・2011年版　■介護保
険制度改正 事業者の戦略　■入居一時金トラブル　■サービス付き高齢
者向け住宅 その利点と問題点　■高齢者居住安定確保計画 全国一斉
調査　■認知症ケアシンポジウム開催 介護の社会化を進める1万人市民
委員会　■都住宅供給公社 向原住宅再生事業者決定 こうほうえんに　
■東日本大震災 復興レポート・宮城　■被災地ルポ 歯科チーム存在感
岩手　■ミサワホーム北海道 JR北海道と共同で高齢者住宅　■リハ＋
口腔機能向上 デンタルサポート　■「おとなの学校」FC開始

最近の主な記事・トップインタビュー

　改正①介護保険法
○各サービス別対応策
〈定期巡回・随時対応訪問サービス〉全国の実施状況／看護師配置2.5名に
〈特定施設〉看取り評価／ショートステイ活用可能に
〈グループホーム〉軽度者報酬減へ
〈通所介護〉12時間まで評価／基本単価は減収／時間区分見直し
〈地域密着型〉小規模多機能にサテライト型
〈その他〉処遇改善交付金を基本報酬に／地域区分見直し／施設での医療行為
○第5期サービス別介護報酬一覧
○事業別新報酬下での増収・減収シミュレーション
　改正②高齢者住まい法
サービス付き高齢者向け住宅、事業化の課題／住所地特例の適用／
建築基準法上の取り扱い／開発許可の特例／サービス付き高齢者
住宅への訪問、減算か
　改正③老人福祉法
入居一時金問題の行方／前払金・一時金返還金の算定法／
東京ルールへの対応状況
　特別座談会
中国で介護事業を展開する企業数社による座談会
　特別企画
高齢者住宅業界のM&A最新事情

4月5日号の主な特集（60ページ～）4月5日号の主な特集（60ページ～）

高齢者住宅フェア2012in東京
5月30日 ・31日　東京流通センター水 木

第7回 同時開催
高齢者住宅セミナー
来場無料
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株式会社高齢者住宅新聞社
TEL:03-3543-6852　FAX:03-3543-6853

〒104-0061 東京都中央区銀座8-12-15
http://www.koureisha-jutaku.com  

購読開始はお申し込み後に発行する号からとなります。年間購読料のお支払いは申込み後に郵便振替用紙をお送りします。
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施設運営会社、介護サービス会社、医療法人、
社会福祉法人、人材サービス、給食・配食会社、
不動産・建設会社、土地所有者、設備機器・建材、
システム関連、金融関連、自治体ほか

高齢者の住まいと介護・医療を考える

高齢者住宅新聞

下記に必要事項をご記入の上、申込書を切り取りご郵送下さい。

〒104-0061 東京都中央区銀座8-12-15（株）高齢者住宅新聞社購読係宛

info@koureisha-jutaku.com
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年間購読の
ご案内

●発行形態／定期購読・タブロイド版（２０ページ～）
　　　　　　月3回（５・１５・２５日）発行
●主要読者層

年間購読料    18,000円（税込・発送料込）

高齢者住宅新聞を既に「購読済み」か「購読しない」という方は
お手数ですが右記にチェックをして頂きFAX、メール、電話などで
ご通知下さい。

購読済み
購読しない

介護保険・高齢者住まい法を読み解く！！介護保険・高齢者住まい法を読み解く！！

03-3543-6852TEL

ホームページ

メール

郵　送

FAX

郵送の場合は切り取ってお送り下さい

http://koureisha-jutaku.com 新聞購読申込

※高齢者住宅新聞購読係とご用命のうえ、
　お名前、会社名、ご連絡先、ご住所をお知らせ下さい。　
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